
身延町悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱 

(目的) 

第 1 条 この告示は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、

自動応答録音装置を設置する世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付

し、もって町民の防犯意識の高揚と安全な生活に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この告示において、「自動応答録音装置」とは、悪質な電話を未然に

防ぐことを目的に製造され、固定電話に外部接続し、自動的に応答するなどの

機能を有した機器をいう。 

(補助対象者) 

第 3 条 補助金交付の対象者は、本町に住所を有する 65 歳以上の者が属する世

帯の世帯員で、町税等の滞納がないものとする。 

(補助対象) 

第 4 条 補助金交付の対象となる自動応答録音装置は、1 世帯につき 1 台とする。 

2 自動応答録音装置付電話機の購入、サービス加入料等は対象外とする。 

(補助金の額) 

第 5 条 補助金の額は、自動応答録音装置の購入及び設置に要した費用に 2 分

の 1 を乗じて得た額（100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた

額）とし、5,000 円を限度とする。 

(交付申請) 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、悪質

電話被害対策機器設置費補助金交付申請書(様式第 1 号。以下「申請書」とい

う。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 自動応答録音装置の品名及び購入した日付の記載された領収書 

(2) 自動応答録音装置設置の工事名及び工事実施日の記載された領収書 

(3) 設置状況のわかる写真 

(4) その他町長が必要と認める書類 

2 前項第 1 号及び第 2 号に規定する領収書(現金払以外の方法により代金の支

払を行った場合は、金融機関等が発行する振込証明書等)は原本とする。ただ

し、申請者の要求により領収書の原本を返還する場合は、原本に受付印を押印

の上、町はその写しを保管し、申請者へ原本を返還するものとする。 

(交付決定) 

第 7 条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適

当であると認めたときは、悪質電話被害対策機器設置費補助金交付決定通知書

(様式第 2 号)により、適当でないと認めたときは、悪質電話被害対策機器設



置費補助金不交付決定通知書(様式第 3 号)により、申請者に通知するものと

する。 

(補助金の支払) 

第 8 条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、

悪質電話被害対策機器設置費補助金請求書(様式第 4 号)を町長に提出するも

のとする。 

(補助金の返還等) 

第 9 条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合に

は、その全部又は一部を返還させることができる。 

(1) この告示に違反したとき。 

(2) 不当な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(検査等) 

第 10 条 町長は、必要があると認めたときは、申請者の同意を得て、職員に自

動応答録音装置を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

(損害の賠償) 

第 11 条 この補助金制度を利用し、設置した自動応答録音装置により生じた作

業上の損傷、汚損等及び自動応答録音装置設置後に生じた悪質電話による特殊

詐欺等による損害について、町は一切その責めを負わない。 

(その他) 

第 12 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行し、同日以後に購入及び設置する自

動応答録音装置について適用する。 



様式第 1号(第 6条関係) 

年  月  日  

 

 身延町長   様 

 

（申請者）           

住 所           

氏 名        ㊞  

電話番号           

 

悪質電話被害対策機器設置費補助金交付申請書 

 

このことについて、身延町悪質電話被害対策機器設置費補助金交付要綱第 6 

条の規定により、次のとおり申請します。 

なお、この申請にあたり、私の世帯状況及び町税等の収納状況を調査すること

に同意します。 

 

 

1 自動応答録音装置  メーカー名： 

           品   名： 

           品   番： 

 

2 補助金申請額  ③の額   金          円 

(単位：円) 

購入価格 

① 

設置工事費 

② 

補助金額 

③＝（①＋②）×1/2 

   

※補助金額の上限は 5,000円です。 

 

3 添付書類 

 （1） 自動応答録音装置の品名及び購入した日付の記載された領収書 

 （2） 自動応答録音装置設置の工事名及び工事実施日の記載された領収書 

 （3） 設置状況のわかる写真 

 （4） その他町長が必要と認める書類 

 



様式第 2号(第 7条関係) 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 

身延町長        □印   

 

 

悪質電話被害対策機器設置費補助金交付決定通知書 

 

    年  月 日付けで申請のあった悪質電話対策機器設置費補助金に

ついて、次のとおり交付することに決定したので、身延町悪質電話被害対策機器

設置費補助金交付要綱第 7条の規定により通知します。 

 

 

交付決定額   金          円 

 



様式第 3号(第 7条関係) 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 

身延町長        □印   

 

 

悪質電話被害対策機器設置費補助金不交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで交付申請のあった悪質電話被害対策機器設置

費補助金について、次の理由により交付しないことを決定したので通知します。 

 

 

 

交付しない理由 

 

 



様式第 4号(第 8条関係) 

年  月  日  

 

 身延町長   様 

 

（申請者）           

住 所           

氏 名        ㊞  

電話番号           

 

悪質電話被害対策機器設置費補助金請求書 

 

    年  月  日付け   第  号をもって交付決定のあった悪質

電話被害対策機器設置費補助金について、身延町悪質電話被害対策機器設置費

補助金交付要綱第 8条の規定により次のとおり請求します。 

 

 

1 請求額   金          円 

 

2 振込先 

名 称  

銀  行 

農  協 

信用組合 

信用金庫 

店 

口座種別 1 普通  2 当座 口座番号  

口座
フ リ

名義
ガ ナ

  

 

※ ここに記載された個人情報は、身延町悪質電話被害対策機器購入費補助金に

かかる事務以外には使用しません。 

 


